
【勤労感謝と年末商戦】勤労感謝の日（11 月 23 日）は戦前の祝祭日・新
にい

嘗
なめ

祭
さい

の名残りです。もともとは天
皇が新穀を神々に勧めて祀り、自身も食するという儀式を行った日がルーツです。戦後GHQが祝祭日から
除外し、勤労感謝の日として姿を変えました。１年の労働の成果である収穫物を神に捧げるというのは、「勤
労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう」という勤労感謝の日の主旨と結びつきます。一方で、
特に流通関係者にとってはこれからが書き入れ時で、年末商戦到来を告げる時期でもあります。アメリカで
も 11 月第 4木曜日の感謝祭（サンクスギビング・デー）から年末までが、年間でも特に商戦たけなわとな
ります。収穫を祝いながら、さあ売るぞ、というスタートの時期でもあるというわけです。
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※ビジネスレターの書き出しのヒントになる言葉の例を毎月まとめます

深まる秋
「晩秋の候」「深秋の候」「暮秋の候」「惜
秋の候」「秋の日はつるべ落とし」「行く
秋が惜しまれる今日このごろですが」

寒気
「向寒の候」「霜寒の候」「日ごとに寒気加
わる時節となりましたが」

その他
「小春日和」「落ち葉」「立冬の候」（2020 年は 11 月 7 日）「小雪の候」（2020
年は 11 月 22 日）「冬支度」「七五三」「酉の市」「（北国からの）初雪の便り」

11月のあいさつ～ビジネスレターのヒント

2020. 11 November

コロナ禍の影響で人手不足感が和らいできているとはいえ、長期的には労働力不足は続いていると言え
ます。人材確保戦略をしっかり立てて実践することが肝要ですが、法令遵守が求人活動においてますま
す求められるようになってきています。

求人不受理条件が新規学卒者から一般求人に拡大
コンプライアンスを遵守しないと人が採れない時代！法律

TOPIC
1

20年当初までの企業の「人
手不足」という状況は、新

型コロナウイルス感染症の影響に
よる急激な業績悪化に伴い、新卒
内定取消も出るなど、労働市場は
「売り手市場」から「買い手市場」
へ潮目が変わりつつあります。
　これまで採用に苦労してきた新
型コロナウイルス感染症の影響が
少ない会社にとっては、人材獲得
のチャンスと言えるかもしれません。
　こうした中にあって、３月 30
日より、求人に関する職業安定法
施行規則の一部改正が施行され、
今まで以上に厳しい規制が課せら
れています。
　ハローワークや職業紹介事業
者（大学や特定地方公共団体など
を含む）は、求人者に対して、①
その求人の申込内容が法令に違反
する場合、②労働条件が通常の労
働条件と比べて著しく不適当な場
合、③求人者が労働条件を明示し
ない場合を除き、求人の申し込み
を受理しなければならないことに
なっています（職業安定法第５条
の５）。
　しかし、2016 年３月施行の青
少年の雇用の促進等に関する法
律（別称：若者雇用促進法）の一
部改正により、ハローワークは労
働基準法や最低賃金法などの一定
の労働関係法令に違反し、是正勧
告を受けている場合や法令違反に
より企業名を公表された事業所か

らの新規学卒者の求人申し込みは
受理しない（以下、求人不受理と
いう）ことができるようになって
いました。なお、ハローワーク以
外の職業紹介事業者についてもハ
ローワークに準じた取り組みが勧
奨されています。
　加えて、2020年３月 30日から
は、この求人不受理の規制が新規
学卒者に限らず「一般求人」まで
拡大され、すべての求人に関して、
一定の労働関係法令に違反してい
る求人者からの求人、暴力団員等
からの求人については受理しない
ことができるようになりました。
　したがって、今後、求人活動に
おいては、来年度の新卒採用を含
めたすべての求人についてこれら
改正内容を踏まえた取り組みをし
なければなりません。
●求人不受理の対象となる場合
　求人不受理の対象となる労働関

係法令違反とは、労働基準法およ
び最低賃金法に定める特定の規定
（以下、対象条項という）に関して、
①過去1年間に２回以上同一対象
条項違反により是正指導を受けた
場合、②対象条項違反で送検され
企業名を公表された場合、③その
他当該違反行為が労働者の職場へ
の定着に重大な影響を及ぼすおそ
れがある場合が該当します。また、
職業安定法、男女雇用機会均等法
および育児・介護休業法の対象条
項に違反し、都道府県労働局長か
らの是正勧告に従わず企業名を公
表された場合も該当します。
　求人不受理の対象となる労働基
準法、最低賃金法、職業安定法、
男女雇用機会均等法、育児・介護
休業法違反の該当規定の詳細は、
政省令に定められています。例え
ば、時間外・休日労働に関する協
定（36協定）違反、残業代の未払

いなどの労働基準法違反、最低賃
金に満たない賃金で労働させてい
るなどの最低賃金法違反などがこ
れに該当します。
　また、女性活躍推進法の施行に
伴い、2020年６月１日から、対象
となる規定が追加され、①労働者
がセクシャルハラスメントなどに
関する相談を行ったことなどを理
由に不利益取扱いをしたこと、②
職場におけるパワーハラスメント
防止に関する事業主の雇用管理上
の措置義務違反、パワーハラスメ
ントに関する相談を行ったなどを
理由に不利益取扱いをしたことな
どにより、都道府県労働局長から
是正勧告、企業名を公表された場
合も求人不受理の対象となります。
　なお、これらの法令の対象条項
に違反している状態にあるだけ
で、ただちに求人不受理となるわ
けではありません。労働基準法お
よび最低賃金法違反については
「過去1年に２回以上、同一条項
の違反で是正指導を受けているこ
と」「送検され、公表された場合」、
職業安定法、男女雇用機会均等法
および育児・介護休業法について
は「是正勧告に従わず、公表され
た場合」が求人不受理の条件であ
り、是正勧告を受けたとしてもそ
れに従って、法令違反の状態を是
正し、改善報告すれば、企業名が
公表されることも、求人の申込み
が不受理となることもありませ
ん。しかし、重要なのは都道府県

労働局や労働基準監督署から是正
指導・勧告を受けないような労務
管理体制を整備することです。
●求人不受理の期間
　求人不受理の期間は、法違反に
対する処分が是正勧告を受けた場
合、企業名が公表された場合、書
類送検になった場合でそれぞれ異
なります。具体的には上表のとお
りですが、表中①③は法違反が是
正されるまでの期間および是正後
６か月を経過するまでの期間とさ
れ、②の法違反で送検され公表さ
れた場合は、送検後1年間とし、
その時点で是正後6カ月経過して
いないときは是正後6カ月時点ま
で不受理期間となります。いずれ
の場合も不受理期間経過後に是正
状態が維持されていることを確認
した上で、不受理が解除されるこ
ととなります。
●求人者の自己申告
　このほか、改正によりハロー
ワークに加えて職業紹介事業者
も、求人者からの求人の申し込み
の受理にあたり、求人者が求人不
受理の要件に該当するか否かにつ
いて、自己申告を求めることがで
きることになりました。
　求人者に自己申告を求め、それ
を拒否された場合には、求人の申
込みを受理しないこともできま
す。さらに都道府県労働局長は、
事実に反する自己申告を行った求
人者に対しては勧告、企業名を公
表することもできます。

　ここでいう、求人者の自己申告
について厚生労働省が例示してい
る「自己申告書」の内容を見ると、
労働基準法、最低賃金法の違反行
為で、過去１年の間に労働基準監
督署から是正勧告を受けたり、職
業安定法、男女雇用機会均等法、
育児・介護休業法違反で是正勧告
または改善命令に従わずに企業名
が公表されたりしていないか、と
いった質問に対し、チェックシー
トで回答する形式となっていま
す。2020年 6月からは、セクハラ、
パワハラなども自己申告の対象と
なっています。
　帝国データバンクが8月 25日
に公表した「人手不足に対する企
業の動向調査」（2020年 7月）に
よれば、新型コロナウイルスの影
響で企業の経済活動が制約された
こともあり、企業の人手不足感が
急激に低下していることが明らか
になりました。2019年度の人手不
足倒産は前年度比14.8％増と６年
連続で過去最多を更新していまし
たが、新型コロナウイルス感染拡
大による経済の悪化によって企業
は一転して人手が過剰気味になっ
ているとの結果が出ています。し
かし、日本の少子高齢化は継続的
な課題であり、経済が回復すれば
人手不足の状況が再燃します。将
来を見据えてより良い人材獲得が
できるように、労務コンプライア
ンスを遵守した社内体制づくりを
しておく必要があります。
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対象となるケース 基本となる不受理期間

労働基準法違反及び最低賃金法に関
する規定違反

①過去 1年間に２回以上、同一の対象条項違反により是
正指導を受けた場合

法違反の是正後６か月経過するまで

②対象条項違反により送検され、企業名を公表された場合 送検された日から１年経過するまで
職業安定法、男女雇用機会均等法、
育児・介護休業法に関する規定違反

③対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、
企業名を公表された場合

法違反の是正後６か月を経過するまで

求人不受理の期間（ケース別）
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2020年５月、少子化社会対策基本法に基づく総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策の指
針について、 第４次の大綱が閣議決定されました。少子化の進行は、 人口の減少と高齢化を通じて社
会経済に多大な影響を及ぼしており、 更に新型コロナウイルス感染症の流行は結婚、妊娠・出産、子育
ての当事者に多大な影響を与えています。 安心して子供を産み育てることのできる社会への施策を、
労働・社会保険の見地から読み解きます。

労働・社会保険から見た
少子化に対処するための施策 
～第４次少子化社会対策大綱より

少子化対策のための労務関連の諸施策政策

TOPIC
2

　　　

１人でも労働者がいれば加入必須
11月は「労働保険適用促進強化期間」

中小企業の担当者向けに
テレワークセキュリティの手引きを作成

国の行政機関の実情を発表
障害者の採用・定着状況の集計結果

外国人とのコミュニケーション時に活用を
在留支援のための日本語ガイドライン

夏季一時金妥結状況
対前年比2.04％の減額

後継者不在に悩む事業主に向けて　
「中小M＆Aハンドブック」を策定

01 04
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03 06

ROUMU NewsBOX

2020. 11 November

●少子化の現状
　2019年、合計特殊出生率は 1.36
となり、前年に比べ 0.06 ポイン
ト低下しました。出生数が過去最
少を記録するなか、一人でも多く
の若い世代の結婚や出産の希望を
かなえる「希望出生率 1.8」の実
現が目標に掲げられました。
　少子化の主な原因は、未婚化・
晩婚化と有配偶出生率の低下。そ
の背景には依然として、非正規雇
用労働者の増加に伴う経済的な不
安定さや、共働き世帯が増加する
ことによる仕事と子育ての両立
の難しさなど様々な要因がありま
す。結婚、妊娠・出産、子育てに
希望を持つことができる環境づく
りは急務の課題です。
●具体的施策１
　経済的基盤の安定のための具体
的施策として、①不本意非正規雇
用労働者のハローワークなどにお
ける正社員化支援、②公的職業訓
練および人材開発支援助成金をは
じめとする各種助成金の活用促
進、③非正規雇用労働者の不合理
な待遇差など処遇改善を徹底し、
正規雇用労働者への転換に向けた
取り組みを推進することなどが挙
げられています。

●具体的施策２　
　妊娠・出産に関する支援の拡充
として、①不妊治療に関する情報
提供や相談体制の強化、費用に対
する助成および仕事と両立するた
めの職場環境の整備、②妊婦健診
の公費負担や出産育児一時金およ
び産前産後休業期間中の出産手当
金、社会保険料免除などによる経
済的負担の軽減、③マタニティハ
ラスメントの防止に対する指導の
徹底などが挙げられています。
●具体的施策３　
　雇用環境の整備については、
2017 年の改正育児・介護休業法
における有期雇用労働者の育児休
業取得の要件緩和の周知、また育
児・子育て中の短時間勤務、所定
外労働の免除、子の看護休暇など
両立支援制度について周知徹底を
図るとしています。また、そうし
た制度を利用しやすい職場環境を
整えるため、事業主に対する助言
や助成などの支援を進めることが
挙げられています。
　このほか、男性の育児休業取得
や育児参画を促進するため、育児
休業分割取得の検討や「パパ・マ
マ・育休プラス」などの制度の周
知と定着を図り、男性の家事・育

児に関して、普及啓発や意識改革
を行うとしています。
●具体的施策４　
　子育てに関する経済的支援につ
いては、多子世帯や子供の年齢、
所得水準に応じた児童手当の支給
対象拡大の検討を行い、高等学校
等就学支援金などにより教育費負
担の軽減を図るとしています。
●具体的施策５　
　働き方改革と暮らし方改革とし
ては、長時間労働の是正および年
次有給休暇の取得促進に向けての
取り組みを徹底し、仕事と生活の
調和（ワーク・ライフ・バランス）
への取り組みとして、①多様な正
社員制度の導入・普及、②テレワー
クの推進、③転勤に関する雇用管
理の周知、④時間単位の年次有給
休暇制度の導入促進などを掲げて
います。
　少子化に対処するための施策
は、働き方や家族の在り方そのも
のに変化を促すとても重要な取り
組みです。労働者一人ひとりの人
生設計に目を向けた、優しい労働・
社会環境が実現されることは、一
個人を雇用する事業主に与えられ
た新たな課題といっても過言では
ないでしょう。

　厚生労働省は11月を「労働保険適用促進強化期間」と定
め、制度の周知を新聞やインターネットを通じて行うほ
か、関係団体や各行政機関と協力して、加入促進活動を
進めます。労働保険は労働者を１人でも雇用している事
業主は必ず加入しなければならない強制保険です。加入
手続きを怠ると、保険料が過去までさかのぼってかかる
ほか、追徴金が課されます。万一未加入の場合は、都道
府県の労働局、労基署、公共職業安定所などに連絡し、
手続きを進めましょう。

　経済産業省は後継者不在の中小企業向けに、中小企業
を対象とするM&Aをわかりやすく説明するためのハンド
ブックを作成しました。内容は今年３月に策定した「中小
M&Aガイドライン」の第1章「後継者不在の中小企業向け
の手引き」に対応したものとなっています。漫画形式で説
明されており、「小規模企業において成立した事例」「債務
超過であるにもかかわらず成立した事例」「事業の一部を
M&Aにより譲渡し廃業費用を捻出した事例」など５つの
代表的な事例を中心に解説されています。

　総務省は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点か
ら中小企業にもテレワーク導入が浸透してきたことに鑑
み、中小企業向けの「テレワークセキュリティの手引き

（チェックリスト）」をこのほど作成しました。総務省担
当者によれば「セキュリティ確保のため最低限行ってほ
しいことをまとめた」ということで、「チェックリストで
わからないことがあれば、７月に開設された『テレワー
クのセキュリティあんしん無料相談窓口』に問い合わせ
てほしい」とのことです。

　出入国在留管理庁と文化庁はこのほど、外国人に伝わ
りやすく、相手に配慮したわかりやすい日本語を使うた
めの「在留支援のためのやさしい日本語ガイドライン」を
作成し、公表しました。やさしい日本語のためには、ま
ず伝えたい情報を整理して、日本人にもわかりやすい内
容にするなどのステップを踏むことが大事とのこと。ま
た二重否定、受身形や使役表現は避ける、漢語ではなく
和語を使う（「記入願います」⇒「書いてください」など）と
いった具体的なノウハウもまとめられています。

　厚生労働省は民間主要企業の夏季一時金妥結状況の本
年分の集計結果をまとめました。集計対象は妥結額など
を把握できた、資本金10億円以上かつ従業員1000人以
上の労働組合のある企業390社です。平均妥結額は82
万8171円で、昨年と比較して1万7282円（2.04％）の
減額となりました。昨年の2.90％の減額に続いて２年
連続の減額ですが、コロナ禍に伴う景況悪化が顕在化し
つつある中にしては、減少幅が昨年より低く抑えられま
した。

　厚生労働省は、2020年6月1日現在の国の行政機関
における障害者の採用・定着状況の結果を公表しまし
た。2018年10月23日～ 2020年6月1日までに採用さ
れた障害者は5786.5人（実人員5268人）。離職者数は
実人員で876人で定着率は83.4％となりました。採用
者の障害種別内訳は身体障害者が47.1％、知的障害者
が1.7％、精神障害者が51.2％となっています。なお同
時に行われた在職障害者を対象にしたアンケートでは、
全体の90.3％が「満足」「やや満足」と回答しています。

5
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労務トラブル回避

業績の悪化に伴い、従業員数名に一定条件のもとに整理解雇を通知し合意を得られましたが、
対象従業員に死産で産後休暇中の女性従業員がいて解雇を拒否しています。死産でも解雇が
制限されるのでしょうか。（Ｍ社・総務部Ａ氏）

産後の解雇制限と死産の場合の対応法

整理解雇は労働基準法の定める解雇制限に則らなければならない。
産後８週間及びその後30日間は解雇が制限される。「産後」は、妊娠4カ月以上の
分娩後のことであり、正常分娩のほか、死産や流産、人工中絶を含む。

COLUMN

スペシャリスト志向と実力主義希求度が高い
2020年度新入社員の意識調査調査

2020. 11 November

こんなときどうする。

今月の
相談

今月の
ポイント

新型コロナウイルス感染症の影響により業績
が悪化して、関連する倒産件数も500件を超
え右肩上がりの状況です（帝国データバンク

調査・9月時点）。経営の先行きが不透明な中で、中
小企業もさまざまな施策を講じて生き残りを図らなけれ
ばなりません。倒産に至らないまでも、事業縮小に伴
い希望退職募集や整理解雇を選択せざるを得ない場合
もあります。整理解雇は、通常の解雇とは異なり、経
営状態の悪化で事業存続のためにやむを得ず人員を削
減しなければならない場合に行われるものです。しか
し、通常、整理解雇の有効性判断には４つの要件（①
人員削減の経営上の必要性、②解雇回避の努力の履
行、③解雇対象者の人選基準の合理性、④解雇手続
きの相当性）があり、それらに照らして整理解雇が相
当であり、かつ、合理的であるかを総合的に勘案され
ることになります。なお、ここでは整理解雇について詳
しくは述べません。対象者の中に死産で産後休暇中の
女性がいるとのことですが、結論から申し上げますと整
理解雇の対象者にはできないことになります。
　事業縮小に伴う整理解雇は、普通解雇に該当します。
したがって一般的には、就業規則の普通解雇事由に「事
業の運営上等やむを得ない事由により事業の縮小又は
部門の閉鎖等を行う必要が生じ、かつ、他の職務への
転換が困難なとき」などと定めていることが多く、この
規定を適用することになります。なお、整理解雇が可
能な場合であっても、注意しなければならないのは「解
雇制限」です。
　労働基準法では、「使用者は、労働者が業務上負傷
し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び
その後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定

によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇して
はならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつ
て打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得
ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合に
おいては、この限りでない」（第19条）と定めています。
なお、解雇制限の例外となる「事業の継続が不可能と
なった場合」が整理解雇の事由となりますが、この例
外事由に該当するか否かは労働基準監督署の認定が
必要となり、当該認定を受けない限り解雇制限の適用
を受けることになります。
　また、労働基準法第65条では、母体保護の観点か
ら女性については原則として産前６週間（出産予定日よ
り６週間前から）、および産後８週間の休業を認め、こ
の間およびその後30日間は解雇が制限されています。
　産前の休業は、本人の請求があって初めて発生する
ため、本人が休業しないで就労している場合は、解雇は
制限されません。また、産後は出産日の翌日から８週間
は解雇が制限されますが、産後６週間を経過した女性
が復職を請求した場合は、医師が支障がないと認めた
業務に就かせることは認められていますので、産後につ
いて解雇が制限されるのは、産後８週間の休業後、職
場復帰してから30日間、または産後６週間を経過し医
師の診断に基づき職場復帰してから30日間となります。
　なお、ここでいう産前産後の産後とは、妊娠4カ月
以上の分娩後のことであり、それが正常分娩、死産や
流産、人工中絶であるかは問いません。
　以上のことからすれば、死産であっても、原則として、
その従業員が産後休暇期間中（死産後８週間およびそ
の後30日間）であれば、整理解雇の対象労働者とす
ることはできないことになります。

●「実力・成果主義」が
　この10年で最高に
　この調査は日本能率協会が提
供する新入社員向け公開教育セ
ミナーの参加者を対象に行ったも
ので、回答は 2020 年度新入社員
307人です（高卒以上）。
　働き方について「スペシャリス
ト」（一つの仕事を長く続けて専
門性を磨きたい）か「ゼネラリ
スト」（いろいろな業務を経験し、
仕事の幅を広げたい）かを尋ねた
ところ、スペシャリスト志向が約
64％となりました。2018年以降、
年々増えています。
　また、働きたい職場は実力・成
果主義か年功主義かについては、
全体の約 66％が実力・年功主義
を選んでいます。これも、この
10年で実力・年功主義の割合は
最高となりました。

　スペシャリスト志向、実力成果
主義の流れは、欧米的なジョブ型
雇用の必要性が唱えられる昨今の
動向に加え、コロナ禍がもたらし
た不確実性の下、「便利な人材で
はなく必要な人材にならなければ」
という考えが新入社員に根付いて
きつつあることがうかがえます。
●能力やスキルは自己責任で
　身に付ける
　スペシャリスト志向の高まりの
中で、そのスキルはどのように身
に付けるかを聞いたところ、個人
の責任との回答が９割近くに達し
ました。この調査が、新人向けセ
ミナー参加者を対象にしていたこ
とを差し引いたとしても、高い割
合と言えます。
　ただしその一方で、「理想の上
司・先輩像」を尋ねた質問では、
「仕事について丁寧な指導をする

上司・先輩」を求める割合が昨年
度に比べて急伸しました（グラフ
参照）。他の項目と比べて伸びが
顕著です。コロナ禍の影響で、日
常的に上司や先輩と直接接する機
会が少なくなっていることからく
る不安感の表れかもしれません。
　そのほかの回答では、「仕事だ
けでなく、プライベートも大事に
する」や「プライベートな相談に
も応じてくれる」上司・先輩を求
める割合の減少が目立ちます。指
導や教育は求めるが私生活には踏
みこんでほしくないという意識が
読み取れます。
●リモートワークやカジュアルな
　服装などの職場環境を重視
　在宅勤務やシェアオフィスなど
のリモート環境で働けることが重
要かどうかを尋ねたところ、「と
ても重要である」が 23.1％、「や
や重要である」が 50.5％という
結果になりました。「とても重要」
が概ね４人に１人というのは注目
されます。
　また、ビジネススーツではなく
カジュアルな服装で働けることの
重要度を尋ねたところ、男性は「と
ても重要」「やや重要」を合わせ
て約48％にとどまったのに対し、
女性は「とても重要」と「やや重要」
を合わせて75％超となりました。
いろいろな意味で、新しい仕事観
を垣間見ることができる結果とな
りました。

2020年度新入社員の意識の一端を、日本能率協会が実施したアンケート調査で見ていきます。コロナ禍
の影響もあるのか、真に必要とされる「スペシャリスト」志向が高く、上司にも仕事についてしっかりとした
説明を求めているようです。

理想の上司像について

2020 年度 新入社員意識調査（一般社団法人日本能率協会）より
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労働生産性と日本人の労働観

　日本は先進国の中でも労働生産性が低い、とよく言われま
す。しばしば引用される根拠は、日本生産性本部がまとめた
OECD加盟国の時間当たりの労働生産性の比較です。2018
年のデータによると日本の就業１時間あたりの労働生産性は
46.8USドルで、36カ国中 21位（別掲の表を参照）。主要先
進７カ国で最下位となっています。
　ところで上位３カ国の内実を見ると、アイルランドやルク
センブルクは税制優遇でグローバル企業を呼び込んでいるこ
とが大きな要因とされ、ノルウェーは資源大国で大資本は必
要だが人員はあまり必要とされない、などの事情があります。
ともあれ、労働生産性の向上が日本全体の経営課題として急
務であるとしきりに言われており、そのような文脈でよく語
られるのが「欧米のビジネスマンは仕事のキリがついたら
さっさと帰るが、日本人はいつまでも残っている」という説。
そこから、オンオフのメリハリとかワーク・ライフ・バラン
ス、働き方改革へと議論が発展しているようです。
　しかし「いつまでも残っている」のが果たしてそれほど悪
いことなのでしょうか？　考えられるのは日本人の持つ独
特の仕事観です。日本
における仕事観は、欧
米の「labor」に象徴さ
れるような「苦役」「強
いられる」といった受
動的なものではなく（4
月号参照）、自分の意志
でひと様の役に立つと
いう精神が根底にあり
そうです。要するに日
本人は仕事好きで、そ
の一端が、労働生産性
の問題に表れているよ
うにも見えます。
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※26位以下は省略。
※単位：購買力平価換算USドル
※出典：「労働生産性の国際比較　2019」（公益財団法人日本
　　　　生産性本部）
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